
環境保全施策実施状況調査票一覧（新体系）

事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

省エネ・節
電行動の推
進

地球温暖化対策地域推進
計画の推進

継続
（平成18年度～）

平成18年12月に立ち上げた区民
団体、区内大規模事業者、運輸
関係事業所、学校、官公署等幅
広い分野の代表で構成する「目
黒区地球温暖化対策地域協議
会」において、温室効果ガスの排
出の抑制を目的とした「目黒区地
球温暖化対策地域推進計画（第
二次計画）」を推進する。

目黒区地球温暖化対策地域推
進計画（第二次計画）に基づき、
太陽光発電システム等の新エネ
ルギ-及び省エネルギ-設備設置
費の助成事業、めぐろグリーンア
クションプログラム、省エネ活動
の啓発など具体的な取組を実施
した。

2017年度において、二酸化炭素
排出量2.4％削減、エネルギー使
用量は14.9％削減となった。
（温室効果ガス排出量及びエネ
ルギー使用量は、算定作業に2
か年を要するため、2019年度の
達成状況が公表されるのは2022
年となる。）

太陽光発電システム等の
設置費助成事業などを実
施し、温室効果ガス排出
の削減と区民への啓発に
努めた。

○ 「目黒区地球温暖化対
策地域推進計画（第二
次計画）」に基づき、二
酸化炭素排出量やエネ
ルギー使用量の削減に
向けた「緩和策」や熱中
症予防等の対策などの
「適応策」の取組を、「目
黒区地球温暖化対策地
域協議会」とともに推進
する。

環境保全課
（温暖化対策係）

省エネ・節
電行動の推
進

夏期における軽装化 継続
（平成17年～）

取組の目的等について、区報や
ホ-ムペ-ジにより区民に周知し
て協力を求める。

節電の取組の一環として、5/1～
10/31に取組期間を拡大した「節
電ビズ」として実施した。

－ 室内温度を28度に設定
し、軽装化で仕事を行うこ
とで、区有施設の電力消
費量の抑制に努めた。前
年度が記録的な猛暑で
あったこともあり、夏期の
電気使用量は前年度を下
回った。

○ 継続して実施する。 環境保全課
（温暖化対策係）

省エネ・節
電行動の推
進

めぐろ笑エネトライ 継続
（平成27年度～）

「めぐろ笑エネトライ」を推進し
て、家庭における省エネ活動の
啓発に努める。

区報やホームページに記事を掲
載し周知した。また、環境パネル
展及びエコまつり・めぐろ２０１９
でパネルを展示し、パンフレット
を配布した。さらに、おまつり広
場・みやまえでは、変わり絵パン
フレットの配布を行った。

参加件数
24か月： 1件（1件）
28か月： 2件（2件）
32か月： 2件（1件）
36か月： 4件（2件）
40か月： 6件（3件）
44か月：11件（7件）
48か月： 7件（4件）
52か月： 5件（0件）
※（　）は1％削減した件数

「めぐろ笑エネトライ」を推
進して、家庭における省エ
ネ活動の啓発に努めた。

○ 継続して実施する
（2020年度で事業終了）

環境保全課
（温暖化対策係）

省エネ・節
電行動の推
進

めぐろグリーンアクションプ
ログラム（事業所版)

継続
（平成16年度～）

参加団体の取組を区ホームペー
ジなどで普及しながら、参加団体
の呼びかけに努める。

新規認定件数：1件
更新認定件数：7件
中間報告件数：1件
認定会3回

永年取組表彰：2件
表彰式1回

参加登録団体：24件 区内事業者に周知のた
め、募集用のチラシを作
成し配付した。その結果、
新規参加事業者が1件あ
り、基準年度の件数に到
達することができた。

○ 参加事業者の取組を区
ホームページで周知し、
新規参加事業所の募集
に努める。

環境保全課
（温暖化対策係）

省エネ・節
電行動の推
進

環境に配慮した運転の啓発 継続
（平成20年度～）

区報やホームページでエコドライ
ブ10のすすめを紹介し、普及啓
発に努める。

ホームページでエコドライブ10の
すすめを紹介し、普及啓発に努
めた。

－ ホームページでエコドライ
ブ10のすすめを紹介し、
普及啓発に努めた。

○ 継続して実施する 環境保全課
（温暖化対策係）

省エネ・節
電行動の推
進

昔ながらのエコ暮らし体験
等生活スタイル見直し講座
の開催
「江戸の暮らしから学ぶ、エ
コ生活活用術」

継続 再生可能エネルギーについて学
ぶ講座を実施する。

指定管理事業としてエコまつり・
めぐろ2019の中で実施した。

参加者約400人 ソーラーカーに乗車するこ
とにより、自然エネルギー
などを体感することができ
た。まつりの会場で実施し
たことにより、多くの参加
者を得た。

○ 再生可能エネルギーにつ
いて学ぶ講座を、エコまつ
り・めぐろの中で実施する
予定だったが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止
のため、今年度は中止す
ることとした。

環境保全課
（エコプラザ指定
管理者）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

省エネ・低
炭素型の製
品への買換
などの賢い
選択の普及
啓発

環境への負荷の少ない商
品の購入

継続
（平成20年度～）

区報やホームページで紹介し、
普及啓発に努める。

ホームページで紹介し、普及啓
発に努めた。

－ ホームページで紹介し、普
及啓発に努めた。

○ 啓発冊子を活用し、区
民への普及啓発を図
る。

環境保全課
（温暖化対策係）

商店街等の
環境配慮行
動支援

街路灯のLED化 平成21年度～（平成19
年度～実験開始）

1団体 1団体 1団体 使用電力量の低減になっ
た。

○ 1団体 産業経済・消費生
活課

環境に配慮
した事業活
動の支援

環境に配慮した中小企業向
け融資の充実

継続
（平成27年度～）

－ あっせん実績　6件
（内訳）
　太陽光発電システム　1件
　低公害車導入　4件
　高効率空調設備　1件

－ 今後も継続的に周知して
いく。

○ 継続して実施する。 産業経済・消費生
活課

公共交通等
の利用促進

公共交通機関の利用促進 継続
（平成20年度～）

区報やホームページで紹介し、
普及啓発に努める。

ホームページで紹介し、普及啓
発に努めた。

－ ホームページで紹介し、普
及啓発に努めた。

○ 継続して実施する 環境保全課
（温暖化対策係）

再生可能エ
ネルギーや
省エネル
ギー設備等
の導入促進

【再掲】地球温暖化対策地
域推進計画の推進

継続
（平成21年度～）

平成18年12月に立ち上げた区民
団体、区内大規模事業者、運輸
関係事業所、学校、官公署等幅
広い分野の代表で構成する「目
黒区地球温暖化対策地域協議
会」において、温室効果ガスの排
出の抑制を目的とした「目黒区地
球温暖化対策地域推進計画（第
二次計画）」を推進する。

目黒区地球温暖化対策地域推
進計画（第二次計画）に基づき、
太陽光発電システム等の新エネ
ルギ-及び省エネルギ-設備設置
費の助成事業、めぐろグリーンア
クションプログラム、省エネ活動
の啓発など具体的な取組を実施
した。

2017年度において、二酸化炭素
排出量2.4％削減、エネルギー使
用量は14.9％削減となった。
（温室効果ガス排出量及びエネ
ルギー使用量は、算定作業に2
か年を要するため、2019年度の
達成状況が公表されるのは2022
年となる。）

太陽光発電システム等の
設置費助成事業などを実
施し、温室効果ガス排出
の削減と区民への啓発に
努めた。

○ 「目黒区地球温暖化対
策地域推進計画（第二
次計画）」に基づき、二
酸化炭素排出量やエネ
ルギー使用量の削減に
向けた「緩和策」や熱中
症予防等の対策などの
「適応策」の取組を、「目
黒区地球温暖化対策地
域協議会」とともに推進
する。

環境保全課
（温暖化対策係）

再生可能エ
ネルギーや
省エネル
ギー設備等
の導入促進

住宅用新エネルギー及び
省エネルギー機器導入支
援

継続
（平成21年度～）

新エネルギー・省エネルギー設
備助成　192件

区報やホ-ムペ-ジ等での周知に
おいて、助成制度の説明以外
に、各設備の説明や、災害時に
おける新エネ・省エネ設備の利
点をPRし、助成件数の増加を
図った。

助成件数：太陽光発電システム
22件、家庭用燃料電池システム
37件、家庭用蓄電システム43
件、CO2冷媒ヒ-トポンプ給湯器5
件、HEMS（家庭用エネルギー管
理システム）10件、マンション共
用部LED照明11件、ネット・ゼロ・
エネルギー・ハウス（ZEH）1件

太陽光発電システムの設
置にインセンティブが働く
ように、加算措置を設ける
ことなど、太陽光発電シス
テムの申請件数が増加す
るよう努めた。その他の対
象設備についても、申請
期間を延長するなど、再
生可能エネルギー等の普
及に努めた。

○ 実施計画事業として継
続して実施する。

環境保全課
（温暖化対策係）

公共施設の
低炭素化の
推進

エコスクール（外断熱・太陽
光発電・雨水利用システム
等の導入）

継続
（平成19年度～）

学校施設の改修の予定は無い。 東山小学校の改築に伴いエコス
クールの認定を受けた。（平成26
年度）
（事業タイプ）・太陽光発電型　・
太陽熱利用型　・省エネルギー、
省資源型　・自然共生型　・木材
利用型

－ 東山小学校校は、管理
棟・校舎棟が竣工し、29年
度より新校舎にて授業を
開始した。
太陽光発電量のモニター
表示等により、環境教育
への活用が期待できる。

○ 令和2年度中に改修等
で太陽光発電等を新規
導入する予定はない。

学校施設計画課



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

公共施設の
低炭素化の
推進

街路灯のＬＥＤ化 平成21年度～（平成19
年度～実験開始）

700灯 11,531灯 718灯 事業目標を達成した ○ 継続して実施する。 道路公園課
（旧　土木工事課）

ヒートアイラ
ンド現象へ
の対策

ヒートアイランド対策への取
組み

継続
（平成18年度～）

－ 地球温暖化対策地域協議会を
開催した。

－ 地球温暖化対策地域協議
会において、地球温暖化
対策地域推進計画の進捗
状況を確認し、目標に向
けた効果的な取組につい
て検討した。

○ 継続して実施する 環境保全課
（温暖化対策係）

ヒートアイラ
ンド現象へ
の対策

公共施設の緑化 継続 継続実施 中央体育館、富士見台公園及び
桜森児童遊園において緑化を完
了した。

地上　4,891.91ｍ2

建築物　161ｍ2

公共施設の緑化の推進
を図った。

○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）

ヒートアイラ
ンド現象へ
の対策

みどりのまちなみ助成 継続 継続実施 接道部　11,030.46ｍ

屋上緑化　5,014.93ｍ2

壁面緑化　488.25ｍ2

接道部　254.34ｍ

屋上　11.53ｍ２
確実な緑化が進んだ。 ○ 継続して実施する。 みどり土木政策課

（旧 みどりと公園
課）

ヒートアイラ
ンド現象へ
の対策

保存樹木等の指定 継続 継続実施 樹木　667本

樹林　83,535.63ｍ2

生垣　2709.20ｍ

樹木　41本

樹林　0ｍ2

生垣　91.00ｍ

保存樹木等の指定数が
増加した。

○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）

ヒートアイラ
ンド現象へ
の対策

豊かな芝生校庭の維持継
続

継続
（平成16年度～）

既存の豊かな芝生校庭の維持
継続

－ 達成数値2校 校庭芝生の維持管理を行
い、ヒートアイランド対策に
寄与した。

○ 校庭芝生の維持管理を
引き続き行う。

学校施設計画課

熱中症・感
染症予防対
策に関する
普及啓発

地球温暖化対策推進実行
計画の推進

継続
（平成21年度～）

区の事務事業に伴って排出され
る温室効果ガス排出量・エネル
ギー使用量をH25年度を基準とし
てＨ30年度において5％以上削
減

推進本部や専門部会において取
組を検討し、めぐろエコ・プランⅢ
を推進した。

H25年度（基準値）比で、温室効
果ガス（二酸化炭素換算）総排出
量は△15.8％の19,891t-CO2-
eq、エネルギー（原油換算）使用
量は△3.4％の11,123kLとなっ
た。

　7月の気温が平年より低
く、１月及び2月の気温が
やや高かったことにより、
電気・ガスの使用量が削
減できた。併せて、省エネ
ルギー機器の導入や節電
等の取組を進めた結果、
基準年度比・前年度比で、
温室効果ガス総排出量・
エネルギー使用量ともに
減少した。

○ H31年3月に改定した
「目黒区地球温暖化対
策推進第三次実行計画
（めぐろエコ・プランⅢ）」
に基づき、温室効果ガ
スの削減や環境負荷の
低減に向けた取組を推
進する。

環境保全課
（温暖化対策係）

都市型水害
への対策

保水性舗装の整備 継続
（昭和49年度～）

保水性舗装
720㎡

保水性舗装
754㎡

保水性舗装
754㎡

事業目標を達成した。 ○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧　土木工事課）

都市型水害
への対策

透水性舗装、雨水浸透桝の
整備

継続
（昭和61年度～）

雨水浸透桝3か所
透水性舗装200㎡

雨水浸透桝3か所
透水性舗装347㎡

雨水浸透桝3か所
透水性舗装347㎡

事業目標を達成した。 ○ 雨水浸透桝3か所 みどり土木政策課
（旧　土木工事課）

都市型水害
への対策

公園整備（透水性舗装、浸
透桝・トレンチ）

継続
（平成2年度～）

都市型水害対策のため、雨水流
出抑制施設の整備を図る。

透水性舗装　47.0㎡
浸透桝　1基
浸透トレンチ　0.9ｍ

－ 公園等の新設改良にあた
り、基準に基づいて整備し
た。

○ 大塚山公園
東山中児童遊園
碑文谷公園

みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

都市型水害
への対策

雨水流出抑制施設の整備
の促進（公共・民間施設）

継続
（平成2年度～）

－ － 雨水流出抑制施設等設置指導
実績
3279.65㎥

届出が必要な対象物件に
関しては、ほぼ適正に届
出がなされた。

○ 現行制度継続 都市整備課

都市型水害
への対策

雨水利用システムの導入 継続
（平成22年度～）

学校施設の改築や大規模改修
の予定が無いため、透水性舗装
や浸透施設の新規整備予定は
ない。

－ 導入済5校 － ○ 学校施設の改築や大規
模改修の予定が無いた
め、透水性舗装や浸透
施設の新規整備予定は
ない。

学校施設計画課

ＰＲ施策や
環境学習等
による普及
啓発

環境学習の実施 継続
（平成12年度～）

出前講座等や子ども向け環境学
習を開催し、普及啓発を図る。

出前講座等や子ども向け環境学
習を開催し、普及啓発を図った。
また、食品ロス削減を環境学習
で新しくとりあげ、普及啓発を
図った。

環境学習（保育園・幼稚園・小学
校等）34回

環境学習等を通じて、ご
みや環境問題に関心を
持ってもらうため、パネル
や啓発品等の充実を図る
とともに、新しく食品ロス削
減をとりあげるなど、効果
的な普及啓発を推進する
ことができた。

○ 子ども向け環境学習や
必要に応じ出前講座等
を開催する。

清掃リサイクル課

ＰＲ施策や
環境学習等
による普及
啓発

啓発冊子・パンフレットの発
行

継続
（平成12年度～）

冊子、パンフレット等を適宜発行
し、世帯や年齢層に応じた効果
的な普及啓発を図る。

「資源とごみの分け方・出し方」
（日本語版・外国語版）、子ども
向けパンフレット（小学2年生・4
年生用）やチラシを適宜発行し
た。

・「資源とごみの分け方・出し方」
日本語版30,000部、英語版3,000
部、中国語版2,000部、ハングル
版1,500部
・子ども向けパンフレット小学2年
生用2,000部、4年生用2,500部

子ども向け（小学4年生）
パンフレットの内容及び配
布時期については、環境
学習との連携を図った。ま
た、「資源とごみの分け
方・出し方」（日本語版）に
環境学習の内容を掲載し
たり、外国版は簡潔かつ
わかりやすい紙面にしたり
するなど、対象者に合わ
せた効果的な普及啓発を
図った。

○ 「資源とごみの分け方・
出し方」、子ども向けパ
ンフレットやチラシを発
行し、世帯や年齢層に
応じた効果的な普及啓
発を図る。

清掃リサイクル課

ＰＲ施策や
環境学習等
による普及
啓発

区ホームページへの情報の
掲載

継続
（平成12年度～）

ごみの分別方法や食品ロス削
減、ごみの年間収集量など多様
な情報を発信することにより普及
啓発を図る。

食品ロス削減に関する情報や
「めぐろ買い物ルール参加店・食
べきり協力店」の紹介、パソコン
の新しい処分方法、資源とごみ
の清掃経費等を掲載した。

－ 食品ロス削減に関する情
報や「めぐろ買い物ルール
参加店・食べきり協力店」
の紹介、パソコンの新しい
処分方法、資源とごみの
清掃経費等を掲載し、効
果的な普及啓発を図っ
た。

○ 食品ロス削減やワン
ウェイプラスチックの使
用削減に向けた取組及
び「めぐろ買い物ルール
参加店・食べきり協力
店」の紹介、資源とごみ
の清掃経費等を掲載す
る。

清掃リサイクル課

ＰＲ施策や
環境学習等
による普及
啓発

エコプラザを拠点とする情
報発信・環境活動への支援

継続
リサイクルショップ（平成
5年度～）
その他（平成7年度～）

目黒区エコプラザのＰＲを行って
いくことで、エコプラザ利用者の
増進を図る。（エコライフめぐろ推
進協会の指定管理事業）

リサイクルショップの販売金額
は、平成30年度よりも増加した。

リサイクルショップ
（小物類：受付73,131点、販売
53,705点）
不用品情報登録324件
不用品あっせん成立54件

リサイクルショップなどを
運営することで、不用品の
再生・販売や交換の場を
提供することができた。

○ リサイクルショップ事業
や不用品情報提供事業
を実施する。

環境保全課
（環境計画係）



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

「めぐろ買い
物ルール」
の普及啓
発・取組支
援

めぐろ買い物ルールの展開 継続
（平成17年度～）

「めぐろ買い物ルール参加店制
度」を再構築し、「広める会」との
連携により普及啓発を推進す
る。

「めぐろ買い物ルール参加店制
度」を登録制にするとともに、区と
参加店の役割を明確にするな
ど、制度を再構築した。また、「広
める会」と区が連携しイベント等
を行い、普及啓発に努めた。

めぐろ買い物ル-ルの認知度
25.6％（「めぐろの環境」令和元
年9月） 、めぐろ買い物ルール参
加店 28店舗

「めぐろ買い物ルール」の
取組を推進する店舗等を
「めぐろ買い物ルール参加
店」として登録し、その取
組を紹介することにより
ルールの推進及び区民へ
の意識啓発を図った。ま
た、「広める会」と連携した
イベント等を実施し、効果
的な普及啓発を図った。

○ 「めぐろ買い物ルール参
加店」の拡大を図るとと
もに、「広める会」との連
携を強化し、イベント等
における普及啓発を行
う。

清掃リサイクル課

食品ロス削
減の推進

食品ロス削減の推進 継続
（令和元年度～）

「食べきり協力店制度」の導入及
びフードドライブの実施等により
食品ロス削減対策の強化を図
る。

「食べきり協力店制度」を導入す
るとともに、フードドライブを実施
し、食品ロス削減対策の強化を
図った。また、3010運動の推進
等を図り、区報、ホームページ、
パンフレット、町会回覧、パネル
展示等で情報発信を行った。

食べきり協力店 20店舗、フードド
ライブ実績 食品196点、総重量
59kg

食品ロス削減に取り組む
店舗等を「食べきり協力
店」として登録し、その取
組を紹介することにより、
区民・事業者への意識啓
発を図った。フードドライブ
及び3010運動について
も、効果的な普及啓発を
図ることができた。

◎ 食べきり協力店の拡大
を図るとともに、フードド
ライブの充実を図る。

清掃リサイクル課

資源回収の
推進

びん・缶・ペットボトル・プラ
スチック製容器包装の分別
回収事業

継続
（平成18年度～）

区内全地区で4品目（びん・缶・
ペット・プラスチック製容器包装）
の分別回収事業を実施する。

区内全地区で4品目（びん・缶・
ペット・プラスチック製容器包装）
の分別回収事業を通年実施し
た。

びん            2,887,376kg
缶　             799,246kg
ペットボトル   1,088,720kg
容リプラ       1,571,236kg

平成20年10月以前に比
べ、燃やさないごみは大
幅に減少し、資源は増加
した。
分別回収事業は、順調に
推移し概ね定着してきて
いる。

○ 引き続き、区内全地区
で4品目（びん・缶・ペッ
ト・プラスチック製容器
包装）の分別回収事業
を実施する。

清掃事務所

資源回収の
推進

フリーマーケットの開催、地
域(目黒）環境ルールの啓
発普及

継続
（平成7年度～）

「もったいない」意識の向上と環
境への理解を深める。

リサイクル着物セールを実施し
た。また、エコプラザから離れた
地域での寄付品回収を試みた。,
子ども服の交換会を予定してい
たが、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止した。

リサイクル着物セール開催5日
間。寄付品回収を緑が丘文化会
館と碑文谷体育館で実施した。
それぞれ、8人/161点、15人/191
点回収。

リサイクル着物セールを
開催したり、エコプラザか
ら離れた地域で寄付品回
収をすることにより、リサイ
クルショップのＰＲとなっ
た。

○ 31年度と同様の事業を
実施する。

環境保全課
（エコライフめぐろ
推進協会）

資源回収の
推進

古紙の資源回収事業 継続
（平成12年度～）

古紙の資源回収を実施していく。 事業系及び高齢者等訪問収集
で古紙回収を実施した。

古紙  279,600kg 平成24年3月から古紙の
集団回収一元化事業を完
全実施し、集団回収で回
収されるようになり、集団
回収事業を補完する役割
として、資源回収を行っ
た。

○ 引き続き、事業系及び
高齢者等訪問収集で古
紙回収を実施する。

清掃事務所

資源回収の
推進

集団回収の支援事業 継続
（平成4年度～）

集団回収実施団体への支援を
行う。

実施団体への支援を行った。 集団回収実施団体数  321団体
集団回収量   11,211,296kg

平成24年3月から古紙の
集団回収一元化事業を完
全実施したことにより、行
政による回収量は減少し
ている。

○ 実施団体への支援を行
う。

清掃事務所

３Rによるご
み減量の推
進

ＭＧＲ100プロジェクト 継続
（平成28年度～）

「1人1日当たり約100ｇのごみ減
量」を目指し、28～30年度に実施
した「ＭＧＲ100ごみ減量アイデ
ア」作品の優良事例の共有化を
図るとともに、イベント等で普及
啓発を図る。

町会回覧及びパンフレットで「Ｍ
ＧＲ100ごみ減量アイデア」作品
の優良事例の共有化を図るとと
もに、イベントやパネル展示、懸
垂幕の掲出等を行い、普及啓発
を図った。

「ＭＧＲ100ごみ減量アイデア」
149作品をホームページに掲載
し、優良事例3作品を町会回覧及
びパンフレットで紹介した。イベン
トにおけるMGR100クイズ参加者
150人

「ＭＧＲ100ごみ減量アイデ
ア」作品の優良事例の共
有化及びイベント等にお
いて、効果的な普及啓発
を図ることができた。

○ 「ＭＧＲ100ごみ減量アイ
デア」作品の優良事例
の更なる共有化を図る
とともに、イベント等での
普及啓発を行う。

清掃リサイクル課



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

３Rによるご
み減量の推
進

家庭ごみ有料化などのごみ
減量手法の調査研究

継続
（平成12年度～）

引き続き、他区や他自治体等の
情報収集を行う。

他区や他自治体の情報収集を
行った。

－ 現在は区の財源確保策と
して有効ではないとの結
論になっているが、有料化
についての議論の素地を
作るため、関連情報の収
集等に努めた。

○ 引き続き、他区や他自
治体の情報収集を行
う。

清掃リサイクル課

小型家電等
の拠点回収

小型家電等の拠点回収事
業

継続
（平成12年度～）

公共施設等において、乾電池・
紙パック・小型家電の拠点回収
を行う。

公共施設等において、乾電池・
紙パック・小型家電の拠点回収
を行った。

乾電池 　　17,697kg
紙パック　 4,900kg
小型家電　6,167kg

ペットボトルの店頭回収
は、26年度末で廃止した。
小型家電の拠点回収は、
モデル回収により回収量・
売却について一定の成果
を得たので、本格実施し
た。

○ 引き続き、紙パック・乾
電池・小型家電の拠点
回収を実施する。

清掃事務所

事業用大規
模建築物の
排出指導

事業用大規模建築物の排
出指導

継続
（平成12年度～）

事業用大規模建築物の排出指
導を50回程度実施する。

事業用大規模建築物の排出指
導を実施した。

18回実施 大規模建築物に対する立
入り検査を行うことによ
り、大規模事業系廃棄物
の減量に関する啓発がで
きた。

○ 事業用大規模建築物の
排出指導を行っていく。

清掃事務所

ごみの分別
ルールの徹
底

ふれあい指導（排出指導） 継続
（平成12年度～）

集積所の個別改善指導等を適
宜行うとともに、事業所に対する
適正排出指導を行う。

清掃事務所職員が、集積所の個
別改善指導等を適宜行うととも
に、事業所に対する適正排出指
導を計画的に実施した。

事業所に対する適正排出指導に
よる訪問事業所数　　2,366カ所

集積所の個別改善指導等
を適宜行うとともに、事業
所に対する適正排出指導
を計画的に実施すること
ができた。

○ 集積所の個別改善指導
等を適宜行うとともに、
事業所に対する適正排
出指導を計画的に実施
する。

清掃リサイクル課

ごみの分別
ルールの徹
底

不法投棄の防止 継続
（平成12年度～）

住民からの通報等により不法投
棄に対する警告ポスターを集積
所に掲示するなど、積極的な予
防に努める。

住民からの通報等により不法投
棄に対する警告ポスターを集積
所等に掲示するなど、積極的な
予防に努めた。

不法投棄処理件数 423件 啓発や予防策を行うことに
より、不法投棄の防止策
に努めることができた。

○ － 清掃事務所

安全・適正
なごみの収
集と処理

ごみ収集作業 継続
（平成12年度～）

低公害車の導入を計画的に進め
るともに、ごみを安全かつ適正に
収集・運搬する。

ごみの収集・運搬車両1台を最新
の排ガス規制基準に対応したも
のに入れ替えた。また、収集作
業にあたる職員に対する安全指
導を毎朝行うとともに、研修等で
安全に対する意識を高め、安全･
適正な収集･運搬を行った。

－ ごみの収集･運搬車両か
らの排ガスによる環境負
荷を低減するため、最新
の排ガス規制基準に対応
した低公害車の導入を計
画的に進めている。また
職員の意識向上に努め、
安全・適正なごみの収集
を行っている。

○ ごみを安全かつ適正に
収集・運搬する。

清掃リサイクル課

安全・適正
なごみの収
集と処理

事業系有料ごみ処理券の
販売

継続
（平成12年度～）

有料ごみ処理券取扱所へ立入
検査を実施し、有料ごみ処理券
の管理及び適正な販売体制を徹
底するよう指導する。

有料ごみ処理券取扱所に立入
検査を実施し、有料ごみ処理券
の在庫数や帳簿等の確認・指導
を実施した。

有料ごみ処理券取扱所への立
入検査（コンビニを除く）　56店舗
中22店舗

立入検査を適正に実施し
た。また、２３区共有シス
テムである「ごみ処理券管
理システム」を更新し、事
務作業を効率化した。

○ 引き続き、有料ごみ処
理券取扱所への立入検
査を行い、有料ごみ処
理券の適正な管理・販
売を徹底させる。

清掃リサイクル課

安全・適正
なごみの収
集と処理

一般廃棄物処理業の許可
と指導

継続
（平成18年度～）

一般廃棄物処理業者に対して、
法令等を遵守するよう指導する。

一般廃棄物処理業者に対して、
法令等を遵守するよう指導した。
許可事務担当者会等に出席し
て、共通認識を持ちながら23区
課題に取り組んだ。

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律に違反した業者に対して、
行政処分を１件、行政指導を２件
実施した。

立入検査を適正に実施し
た。
23区共同で、許可証の一
斉交付式、更新講習会、
能力認定試験等を実施し
た。

○ 業者への立入検査を積
極的に行い、適正な廃
棄物処理の指導を推進
する。

清掃リサイクル課



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

安全・適正
なごみの収
集と処理

適正処理困難物等に関す
る情報提供

継続
（平成12年度～）

水銀を含む製品の回収方法やボ
タン電池、充電式電池等の適正
処理についての情報提供を行
う。

「資源とごみの分け方出し方」等
のパンフレットや区報、ホーム
ページ、町会回覧、パネル展示
等により情報提供を行った。

－ 水銀を含む製品の回収方
法については、区報や町
会回覧、パネル展示等を
行い、効果的な情報提供
を行った。ボタン電池、充
電式電池の回収方法につ
いてもパフレット等で効果
的な情報提供を図った。

○ 水銀を含む製品及びボ
タン電池、充電式電池
等の更なる適正排出に
向け、効果的な情報提
供を引き続き行う。

清掃リサイクル課

安全・適正
なごみの収
集と処理

廃棄物関連の法制度に関
する情報提供等

継続
（平成12年度～）

区報・チラシ・ホームページ等に
よる情報提供を適宜行う。

家電リサイクル法や資源有効利
利用促進等に基づく収集方法等
をパンフレットやホームページ等
を通じて情報提供を行った。

－ 家電リサイクル法や資源
有効利利用促進等に基づ
く収集方法等について、継
続的かつ効果的に情報提
供ができている。

○ 区報・チラシ・ホーム
ページ等による情報提
供を適宜行う。

清掃リサイクル課

安全・適正
なごみの収
集と処理

拡大生産者責任の視点に
立った容器包装リサイクル
法などへの対応

継続
（平成12年度～）

時期をとらえて法律制度の見直
しを要請する。

拡大生産者責任の原則に則って
特定事業者の役割分担をより大
きく、また、事業者責任を明確化
するよう、令和3年度の国の施策
に反映するために、全国市長会
を通じ要望した。

－ － ○ 引き続き、情報収集や
区民意見の把握に努め
ながら、社会全体での
環境負荷の低減や効率
化を目指した法制度の
改正を要望する。

清掃リサイクル課

水銀含有物
の資源化

水銀を含む製品の分別回
収事業

新規
（平成28年度～）

水銀の分別回収を実施していく。 区内全区で水銀を含む製品の分
別回収事業を通年実施した。

蛍光管等　12,024kg 平成28年4月から分別回
収を始めたが、燃やさない
ごみへの排出が多く見ら
れる。区民への周知徹底
に努める必要がある。

○ 引き続き、区内全地区
で水銀の分別回収を実
施していく。

清掃事務所

公園・緑地
の確保と質
の向上

公園・緑道等の整備 継続
（昭和25年度～）

本町五丁目西街かど公園整備
工事

131か所（うち緑道10路線）
（375,148.47㎡）

200.50㎡ 1.73㎡/人 － みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）

公園・緑地
の確保と質
の向上

公園・緑道等の改良 継続
（平成18年度）

富士見台公園改良工事

桜森児童遊園改良工事

27か所（うち緑道2路線） 公園
1か所
児童遊園
1か所

富士見台公園改良工事
桜森児童遊園改良工事

○ 大塚山公園改良工事

東山中児童遊園改良工
事

みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）

公園・緑地
の確保と質
の向上

公園活動登録団体支援 継続 継続して実施する 18団体
（7公園で、住民参加による公園
管理が行われた。）

－ 質の高い公園の維持や公
園の活性化に寄与した。

○ 継続して実施する。 道路公園課
（旧 みどりと公園
課）

めぐろの森
におけるみ
どりの保全・
創出

生物多様性保全林の指定 継続 継続実施 全2件
H28年度菅刈公園
H29年度駒場野公園
指定

－ 駒場野公園保全林事業と
して駒場野公園の調査を
行い、次年度の事業計画
について検討を行った。

○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）

公共施設に
おける緑化
の推進

【再掲】公共施設の緑化 継続 継続実施 中央体育館、富士見台公園及び
桜森児童遊園において緑化を完
了した。

地上　4891.91ｍ2

建築物　161ｍ2

公共施設の緑化の推進
を図った。

○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

公共施設に
おける緑化
の推進

学校の壁面緑化 継続
（平成18年度～)

学校の壁面緑化事業は人工芝
化事業と併せて当面延期とされ
ている。

－ 導入済15校 壁面緑化により、夏季の
温度上昇の軽減による冷
房の省エネルギー効果が
期待できる。

○ 学校の壁面緑化事業は
人工芝化事業と併せて
当面延期とされている。

学校施設計画課

サクラの保
全

サクラの保全 継続
（平成27年度～）

サクラ基金を活用し、計画的に
サクラ保全を進める。

呑川柿の木坂支流緑道、呑川駒
沢支流緑道サクラ再生実行計画
策定

－ 呑川柿の木坂支流緑道、
呑川駒沢支流緑道サクラ
再生実行計画を策定し
た。

○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）

住宅地のみ
どりの保全

【再掲】保存樹木等の指定 継続 継続実施 樹木　667本

樹林　83,535.63ｍ2

生垣　2,709.20ｍ

樹木　41本

樹林　0ｍ2

生垣　91.00ｍ

保存樹木等の指定数が
増加した。

○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）

民有建物に
おける緑化
の推進・支
援

【再掲】みどりのまちなみ助
成

継続 継続実施 接道部　11,030.46ｍ

屋上緑化　5,014.93ｍ2

壁面緑化　488.25ｍ2

接道部　254.34ｍ

屋上　11.53ｍ２
確実な緑化が進んだ。 ○ 継続して実施する。 みどり土木政策課

（旧 みどりと公園
課）

開発・建築
行為の際の
みどりの確
保

みどりの条例に基づく緑化
計画の協議

継続 継続実施 － 面積　15,169.78ｍ2

件数　183件

民有地の緑化が進んだ。 ○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）

開発・建築
行為の際の
みどりの確
保

開発行為許可制度 継続 － － 許可件数2件 開発許可申請が許可基準
に沿って適切に提出され、
公共施設の同意も適切に
なされた。

○ 現行制度継続 都市整備課

みどりの大
切さの普及
啓発

普及啓発パンフレットの作
成・配布

継続 継続実施 － 自然通信だより
3,400枚
目黒川のいきもの
500枚
まちなみ助成
2,500枚
めぐろいきもの気象台
500枚
目黒十五庭屋上緑化への誘い
500枚
地球とともに暮らす
500枚

自然通信員等への配布及
び、窓口配布を行った。

○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）

みどりの大
切さの普及
啓発

花とみどりの学習館による
みどりの普及啓発の推進

継続 継続して実施する エコ園芸講座
延べ140人（10回開催）
花みどり人講座
延べ261人（32回開催）
各種イベント
667人（14回開催）

－ みどりの大切さの普及啓
発事業として、多くの区民
の参加を得た。

○ 継続して実施する。 道路公園課
（旧 みどりと公園
課）

みどりやい
きものとふ
れあう体験
の提供

自然観察舎における体験
型自然学習の推進

継続 継続して実施する 利用者数
13,272人

－ みどりやいきものとふれあ
う体験型自然学習の機会
を提供し、多くの区民の利
用を得た。

○ 継続して実施する。 道路公園課
（旧 みどりと公園
課）

mailto:許可件数@件


事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

みどりやい
きものとふ
れあう体験
の提供

区民農園 継続 継続して実施する 利用率100％
117区画

－ みどりやいきものとふれあ
う農業体験の機会として、
有効に運用した。

○ 継続して実施する。 道路公園課
（旧 みどりと公園
課）

みどりやい
きものとふ
れあう体験
の提供

自然クラブの開催 継続 継続して実施する 参加者数887人
（21回開催）

－ みどりやいきものとふれあ
う自然体験の機会として、
多くの区民の参加を得た。

○ 継続して実施する。 道路公園課
（旧 みどりと公園
課）

みどりやい
きものとふ
れあう体験
の提供

収穫体験農園（ぶどう狩り） 継続
（平成4年度～）

区報、ポスタ-等により情報提供
することで、より多くの区民に対
し周知を図り、収穫体験農園へ
の参加を促す。

2農園で実施。
販売価格　1,700円/kg
実施日
8/24日(土)から売切れまで

参加数
1園は約1,400人
1園は約 200組

参加者に余暇を楽しむ場
を提供するとともに、都市
農地に対する理解を深め
るきっかけ作りになった。

○ 継続して実施する。 産業経済・消費生
活課

みどりやい
きものとふ
れあう体験
の提供

収穫体験農園（じゃがいも
掘り）

継続
（平成8年度～）

区報、ポスタ-等により情報提供
することで、より多くの区民に対
し周知を図り、収穫体験農園へ
の参加を促す。

（団体）6農園
実施日
6/17(月)～6/28(金)
（個人）6農園
実施日
6/22(土)

参加数
（団体）11団体
（個人）216組

参加者に余暇を楽しむ場
を提供するとともに、都市
農地に対する理解を深め
るきっかけ作りになった。

○ 継続して実施する。 産業経済・消費生
活課

みどりやい
きものとふ
れあう体験
の提供

収穫体験農園（秋きゃべつ
の収穫）

継続
（平成27年度～）

区報、ポスタ-等により情報提供
することで、より多くの区民に対
し周知を図り、収穫体験農園へ
の参加を促す。

1農園で秋に実施。
販売価格　1個250円
実施日
11/9(土)

参加数
44組

参加者に余暇を楽しむ場
を提供するとともに、都市
農地に対する理解を深め
るきっかけ作りになった。

△ 新型コロナウイルス感
染拡大防止のため。

産業経済・消費生
活課

みどりやい
きものとふ
れあう体験
の提供

収穫体験農園（秋野菜の収
穫）

継続
（平成27年度～）

区報、ポスタ-等により情報提供
することで、より多くの区民に対
し周知を図り、収穫体験農園へ
の参加を促す。

1農園で、ネギ・八つ頭・里芋を
セットにして実施。
参加費　1セット　1,200円
実施日　11/30(土)

参加数
30組

参加者に余暇を楽しむ場
を提供するとともに、都市
農地に対する理解を深め
るきっかけ作りになった。

△ 新型コロナウイルス感
染拡大防止のため。

産業経済・消費生
活課

みどりやい
きものとふ
れあう体験
の提供

ミニ農業体験農園 継続
（平成27年度～）

区報、ポスタ-等により情報提供
することで、より多くの区民に対
し周知を図り、収穫体験農園へ
の参加を促す。

１農園で植付けから収穫まで（品
目：大根・白菜・きゃべつ・小松
菜・ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ）
参加費　1組8,000円
実施日　9月～11月のうち4回

参加数
16組

参加者に余暇を楽しむ場
を提供するとともに、都市
農地に対する理解を深め
るきっかけ作りになった。

△ 新型コロナウイルス感
染拡大防止のため。

産業経済・消費生
活課

みどりやい
きものとふ
れあう体験
の提供

自然宿泊体験教室事業 継続
（平成22年度以降自然
宿泊体験教室に移行
し、平成23年度から全
校完全実施。）

区立小学校の4～6年生及び中
学校1年生を対象に、興津自然
学園及び八ヶ岳林間学園を拠点
として自然宿泊体験教室を実施
する。
また、小学校1校、中学校1校が、
宮城県気仙沼市大島で、小学校
２校が石川県金沢市（令和元年
度から）で自然宿泊体験教室を
実施する。

自然宿泊体験教室事業を、興津
自然学園、八ヶ岳林間学園、宮
城県気仙沼大島（民間施設）及
び金沢市（市立施設）において実
施した。

全小・中学校で実施した。ただ
し、小学校3校の角田市での自
然宿泊体験教室については、実
施を見送り、八ヶ岳林間学園で
実施した。

自然を愛する心、環境を
保全する態度の育成がで
きた。

△ 新型コロナウイルス感
染拡大防止対策のた
め。

学校運営課



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

みどりやい
きものとふ
れあう体験
の提供

学校独自宿泊事業 継続 生徒が日常生活において経験で
きない活動について、一定期間
集中的に取り組むことにより、知
識・体力・技能等の向上に資する
活動を行う。

知識・体力・技能等の向上に寄
与する取り組みを実施した。

1校で実施
参加生徒数：86名

実施要綱に基づく「学校独
自の特色ある宿泊体験」
を目的とした活動が実践
できた。

△ 新型コロナウイルス感
染拡大防止対策のた
め。

学校運営課

みどりやい
きものとふ
れあう体験
の提供

中学生の自然体験事業 継続
（平成4年度～）

青少年（中学生）が自然環境が
豊かな地で野外活動や集団生
活、現地の人との交流を行う事
で自立性や協調性を身につけ
る。

参加者20名（2泊3日） － 目黒区と友好都市協定を
結んでいる宮城県気仙沼
大島周辺に行き自然と地
元の方々とのふれあいを
行った。

△ 新型コロナウイルス感
染症拡大の影響により
休止する。

生涯学習課

みどりやい
きものとふ
れあう体験
の提供

野外活動器材の提供事業 継続
（平成4年度～）

青少年の野外活動を支援するた
め野外活動器材を貸出し、青少
年の健全な育成を図る。

28件の利用 － － ○ 継続して実施する。 生涯学習課

みどりを育
てる区民等
への活動支
援

グリーンクラブ事業 継続 継続して実施する 98団体 － 4団体増加した。 ○ 継続して実施する。 道路公園課
（旧 みどりと公園
課）

みどりを育
てる区民等
への活動支
援

区民による苗木植樹運動の
推進

継続 継続実施 － 1,100本 住区祭り等で配布し、民
有地の緑化が推進でき
た。

○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）

みどりやい
きものの実
態の把握と
いきもの情
報の共有と
発信

みどりの実態調査・生物多
様性現況調査

継続 継続実施 － 野鳥の年間確認種数  54種 50種を維持し、かつ昨年
度より年間確認種数が増
加した。

○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）

みどりやい
きものの実
態の把握と
いきもの情
報の共有と
発信

区民による身近な生物調査
と自然通信員の育成

継続 継続実施 － 自然通信員登録数　1300世帯
区民指標調査報告数件数　2787
件
巣箱モニター配布個数　24個
いきもの住民会議を１回、
自然観察教室「いきもの発見隊」
を２回開催した。

－ ○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）

生物多様性
地域戦略の
推進

「目黒区生物多様性地域戦
略　ささえあう生命(いのち)
の輪(わ)　野鳥のすめるま
ちづくり計画」の推進

継続 継続実施 － 「生物多様性」という言葉の認知
度　50.9％

平成26年度の目黒区世論
調査から認知度が低下し
ているものの、継続した
「生物多様性」の普及啓発
の取り組みを行った。

○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）

ビオトープ
の育成によ
るいきもの
の道の形成

ビオトープの育成によるい
きものの道の形成

継続
（平成9年度～）

継続実施 － 区立小学校2校でビオトープの管
理活動を実施した。

－ ○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

生物多様性
に配慮した
公園・緑地
等の管理

生物多様性保全林に指定
した公園における、自然環
境保護活動に向けた取組
みの推進

継続 継続実施 － 地元と駒場野公園の課題や今後
の活動について、意見交換を
行った。

－ ○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧 みどりと公園
課）

大気環境の
監視・情報
提供

大気汚染常時監視（東山中
学校測定室）

継続
（昭和46年度～）
※昭和46年～平成14年
まで旧庁舎。東山中学
校には昭和57年～設
置。

区内一般環境大気を常時監視
し、環境基準比較等を行い、今
後の環境保全対策に資する。

区内測定地点1か所（東山中）で
年間を通じて実施した。

調査項目のうち、光化学オキシ
ダントは達成できなかった。

評価に必要な年間測定時
間6,000時間以上を確保し
た。

○ 引き続き常時監視を行
う。
常時監視の測定結果
（速報値）をＷＥＢ上でリ
アルタイムで公表する

環境保全課
(公害対策係)

大気環境の
監視・情報
提供

酸性雨調査（区総合庁舎） 継続
（平成4年～）
※平成15年度～総合庁
舎屋上で測定

目黒区総合庁舎において実施す
る。

目黒区総合庁舎において実施し
た。

測定値の年平均値は5.1であっ
た。

酸性雨については、ここ数
年横ばいで改善が進んで
いない。

○ 酸性雨については改善
が進んでおらず、今後と
も監視を行っていく。

環境保全課
(公害対策係)

大気環境の
監視・情報
提供

窒素酸化物調査（主要幹線
道路、交差点）

継続
（昭和45年度～）

区内大気状況常時監視の補完
調査として、窒素酸化物等につ
いての調査を実施する。

幹線道路沿い（5地点及び後背
地2地点）における窒素酸化物の
調査を年4回各回平日5日間連
続測定を行った。
24年度から26年度にかけて測定
項目にPM2.5を追加して実施（沿
道1地点及び後背地1地点）
首都高速中央環状品川線の開
通に伴い15年度から追加してい
たSPMの測定、及び窒素酸化物
測定の1地点は30年度に終了し
た。

沿道における窒素酸化物調査で
は測定期間中、二酸化窒素が環
境基準を超過した日はなかった。

自動車排ガス規制により
沿道の二酸化窒素濃度は
低下の傾向がある。

○ 今後も調査を継続する 環境保全課
(公害対策係)

大気環境の
監視・情報
提供

PM2.5の測定 継続
（平成24年度～）

24年度から26年度にかかけて
は、主要幹線道路、交差点で
行った窒素酸化物調査を行う
際、測定項目にPM2.5を追加して
実施（沿道1地点及び後背地1地
点）
平成27年度からは大気汚染常時
監視（東山中学校測定室）で調
査を開始した。

区内測定地点1か所（東山中）で
年間を通じて実施した。

環境基準を達成した。 PM2.5は平成21年に環境
基準が定められた。目黒
区での測定も開始したば
かりであり、今後も実態把
握を継続する必要があ
る。

○ 引き続き常時監視を行
う。
常時監視の測定結果
（速報値）をＷＥＢ上でリ
アルタイムで公表する

環境保全課
(公害対策係)

大気環境の
監視・情報
提供

小型焼却炉使用禁止等の
指導、啓発

継続
（平成13年度～）

小型焼却炉の使用禁止等の指
導を行う。

日常監察において、使用禁止等
の指導を行った。

－ 小型焼却炉の使用禁止等
の指導を行い、適正な処
置を促すことができた。

〇 継続して実施する。 環境保全課
(公害対策係)

大気環境の
監視・情報
提供

一般大気中のアスベスト測
定調査

平成20年度から休止し
ていたが、平成25年度
から再開した。

目黒区総合庁舎において実施す
る。

目黒区総合庁舎において実施し
た。

アスベストは不検出であった。 一般大気中の環境基準は
ない。

○ 調査を継続する。 環境保全課
(公害対策係)

大気環境の
監視・情報
提供

一般大気中のダイオキシン
測定調査

平成23年度から平成27
年度にかけては中止し
ていたが、平成28年度
から再開した。

目黒区総合庁舎屋上において年
2回実施する。

目黒区総合庁舎屋上で実施し
た。

1回目0.025pg-TEQ/m3

2回目0.025pg-TEQ/m3

環境基準を達成した。 ○ 調査を継続する。 環境保全課
(公害対策係)



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

光化学ス
モッグ対策

光化学スモッグ注意報等発
令状況伝達周知

継続
（昭和56年頃～）

夏季における光化学スモッグ被
害を未然に防止するため、注意
報等の発令を区民に周知を行
う。

注意報等の発令・解除の情報を
区民に周知するため、防災行政
無線や区施設において懸垂幕の
掲示を行った。
学校情報 9回
注意報 5回

－ 注意報等の発令・解除の
情報を区民に周知した。

○ 引き続き、夏季における
光化学スモッグ被害を
未然に防止するため、
注意報等の発令・解除
の情報を区民に周知す
る。

環境保全課
(公害対策係)

光化学ス
モッグ対策

都が進めるVOC排出削減
対策の情報提供

継続
（平成24年度～）

東京都と連携し、機会を捉えて
情報提供を行う。

東京都が主催するＶＯＣ対策セミ
ナーについて、チラシ等により周
知を行った。

－ － ○ 東京都と連携し、機会を
捉えて情報提供を行う。

環境保全課
(公害対策係)

フロン回収
促進及び代
替物質への
転換促進

フロン等によるオゾン層破
壊や地球温暖化への影響、
その転換のための啓発

休止
（開始年度不明）

国・東京都と連携し、機会をとら
えて啓発を実施する。

－ － － 環境保全課
(公害対策係)

環境にやさ
しい自動車
の普及促進

中小企業者向け低公害車
買換え資金融資あっせん

継続
（平成17年度～）

－ 申請なし － 今後も継続的に周知して
いく。

○ 継続して実施する。 産業経済・消費生
活課

アスベスト
対策

石綿含有建築物解体等工
事届出審査事務

継続
（平成17年度～）

アスベストの飛散防止を図る。 特定粉じん排出等作業実施届出
28件
石綿飛散防止方法等計画届出
28件

- 施行計画届出の審査や作
業方法の指導を行い、ア
スベストの飛散防止を図っ
た。

○ 継続して実施する。 環境保全課
(公害対策係)

アスベスト
対策

アスベスト分析調査費助成 継続
（平成17年度～）

引き続き調査助成を行う。 アスベスト調査助成2件 前年と同数の件数を助成した。 2件とも集合住宅の改修に
伴う調査であった。

○ 継続して実施する。 環境保全課
(公害対策係)

アスベスト
対策

工業近代化資金融資 継続
（平成17年度～）

－ 申請なし － 今後も継続的に周知して
いく。

○ 継続して実施する。 産業経済・消費生
活課

水環境の監
視・情報提
供

目黒川水質調査 継続
（平成11年度～）

目黒川における水質を定期的に
測定してその現状を把握し、自
然環境を含む環境保全に資す
る。

測定場所：氷川橋、宝来橋、中
里橋※
測定頻度：年4回

※6月の測定では中里橋付近で
清掃作業中だったため、上流の
なかめ公園橋で採水した。

健康項目4項目
（カドミウム、全シアン、鉛、6価ク
ロム）
生活環境項目4項目
（PH 、BOD 、SS、DO）
以上について、すべて環境基準
に適合していた。

東京都の清流復活事業に
よる水質改善の効果が出
ている。

○ 調査を継続する。
測定場所：氷川橋、宝来
橋、中里橋
測定頻度：年4回

環境保全課
(公害対策係)

水環境の監
視・情報提
供

地下水汚染実態調査 継続 事業所等から排出される汚水の
地下浸透による地下水汚染の実
態把握及び汚染された井戸の経
年変化の監視をする。

令和元年度実施対象9箇所（経
年監視2箇所・その他7箇所)

環境基準適合9箇所、不適合4箇
所（経年2）であった。

1箇所で新たにテトラクロ
ロエチレンの汚染が、別の
1箇所で新たに鉛の汚染
が発覚した。

○ 実施対象を9箇所とする
（経年監視4箇所・その
他5箇所)。環境内容の
公表については、検体
採取場所は私有地であ
り、個人所有の井戸が
中心であるため、プライ
バシ-の保護に配慮す
る。

環境保全課
(公害対策係)



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

水環境の監
視・情報提
供

目黒川臭気調査 継続
（平成27年度～）

目黒川の周辺臭気を定期的に測
定しその現状を把握し、自然環
境を含む環境保全に資する。

中里橋、太鼓橋で令和元年5月
31日から11月15日まで実施。（2
週間毎×12回測定）

硫化水素ガスの平均推定濃度
中里橋5～60ppb
太鼓橋7～75ppb

気温が高い時期に、濃度
が高い傾向があった。

○ 測定場所　中里橋、太
鼓橋で年12回実施す
る。

環境保全課
(公害対策係)

河川環境の
改善

河床整正 継続 継続実施 河床整生　2回/年
河床浚渫　3回/年

－ 定期的な実施により良好
な河川環境の維持に一定
の効果が出ている。

○ 継続して実施する。 みどり土木政策課
（旧　土木工事課）

河川環境の
改善

河川清掃 継続 継続して実施する 目黒川河川清掃
12回/年
目黒川水面等清掃
11回/年
呑川清掃
48回/年

－ 定期的な実施により良好
な河川環境の維持に一定
の効果が出ている。

○ 継続して実施する。 道路公園課
（旧　土木工事課）

河川環境の
改善

目黒川クリーンアップ大作
戦

継続 継続して実施する 2回実施（新型コロナウイルス感
染症対策のため1回中止）
参加人数601人
回収ゴミ袋（45ℓ）37.5袋

－ 沿川通路の環境維持に一
定の役割を果たしている。

○ 継続して実施する。 道路公園課
（旧　土木工事課）

水資源の保
全と水循環
機能の回復

地下水揚水規制 継続
（昭和46年度～）

地下水揚水施設（工場・指定作
業場等）に対して、地下水の揚水
量の記録と報告を求める。

揚水量報告対象施設 14施設
揚水量合計 17.125ｔ

－ 実態に即した揚水量の報
告を求めることができた。

○ 揚水量について、最小
限となるように指導して
いく。

環境保全課
(公害対策係)

工場跡地等
の土壌汚染
対策

工場跡地等の土壌・地下水
汚染の監視・指導

継続
（平成13年度～）

引き続き、土壌・地下水汚染対
策を行う。

土壌汚染状況調査報告書 2件
汚染拡散防止計画書提出書 3件
汚染拡散防止措置完了届出書2
件

- 土壌汚染調査時に事業場
への立入監察を実施し
た。また、東京都との情報
交換や対策指導で連携
し、跡地等の土壌汚染の
監視・指導に努めることが
できた。

○ 引き続き、立入監察を
実施し、跡地等の土壌
汚染の監視・指導を行
う。

環境保全課
(公害対策係)

化学物質の
適正管理

適正管理化学物質対策 継続
（平成13年度～）

適正な報告を求め、実態を把握
し、排出抑制につなげる。

適正管理化学物質使用量等報
告書50件 －

対象事業場の実態の把握
を進めることができた。

○ 有害化学物質使用事業
場の実態を把握し、排
出抑制につなげる。

環境保全課
(公害対策係)

化学物質の
適正管理

有害化学物質に対する情
報収集や啓発

継続
（平成13年度～）

適正な報告を求め、実態を把握
し、排出抑制につなげる。

適正管理化学物質使用量等報
告書50件 －

対象事業場の実態の把握
を進めることができた。

○ 有害化学物質使用事業
場の実態を把握し、排
出抑制につなげる。

環境保全課
(公害対策係)

工場・事業
場への排出
規制の実施

工場認可等指導取締 継続
（昭和46年度～）

受動的な事業のため、目標設定
が困難である。

騒音規制法関係届 20件
振動規制法関係届 6件

【環境確保条例】
工場設置・変更認可申請 3件
その他の届出 18件
指定作業場設置・変更届 7件
その他届出 21件

－ 認可申請・届出に基づき、
事業場の実態を把握し、
適切な公害防止指導を実
施することができた。

○ 現場調査により、認可
申請・届出をすべき事業
場の把握に努め、公害
防止指導を強化する。

環境保全課
(公害対策係)



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

自動車騒
音・振動の
監視

道路騒音・振動調査 継続
（昭和45年度～）

自動車に起因する騒音・振動の
状況及び交通量を把握し、環境
基準の達成状況など比較・検討
を行う。

常時監視(面的調査）6区間を
行った。自動車交通騒音・振動
調査（要請限度調査）6地点を
行った。

常時監視（面的調査）では、昼間
1箇所、夜間5箇所で騒音の環境
基準を超過した。振動は全地点
で環境基準を下回った。
自動車交通騒音・振動調査（要
請限度調査）では、昼間夜間とも
に全地点で騒音・振動の要請限
度を下回った。

環境基準の達成率が低い
路線があるので継続して
調査する必要がある。

○ 平成20年度から調査分
析を民間委託に切り替
え、継続して調査を実
施。鉄道騒音・振動調査
は、事業者が行うという
基本に立ち返り平成19
年度をもって廃止した。

環境保全課
(公害対策係)

自動車騒
音・振動の
監視

交通量調査 継続
（昭和44年度～）

区内6地点で交通量調査を行う。 区内6地点で交通量調査を行っ
た。

－ 令和元年度は騒音・振動
と交通量の明確な相関は
見られなかった。

○ 継続して調査を行う。 環境保全課
(公害対策係)

騒⾳沿道対
策

環七沿道整備事業 継続
（昭和63年度～）

－ － 届出9件
防音工事費助成0件
緩衝建築物工事費助成1件

環七沿道地区整備計画の
内容に沿って、届出書が
ほぼ適切に提出された。

○ 現行制度継続 都市整備課

放射性物質
への対応
（各種測定）

公園等の空間放射線量の
測定

休止
（平成29年度～）

休止
（平成29年度～）

なし なし なし △ なし 道路公園課
（旧 みどりと公園
課）

放射性物質
への対応
（各種測定）

区立体育施設の空間線量、
プール水の放射性物質の
測定

平成23年度～ ①屋外施設の空間線量測定：庭
球場（4か所）、野球場（2か所）、
サッカー場（1か所）

②プール水の放射性物質の測
定：屋外50Ｍプール（1か所）

実施済み。 全ての施設を実施済み。 いずれの施設においても
不検出であり、区民の健
康不安の払拭に寄与し
た。

○ 令和元年度と同様に実
施する。

スポーツ振興課

放射性物質
への対応
（各種測定）

児童館・学童保育クラブの
周囲等及び屋外活動場所
の空間線量の測定

継続
（平成24年度～）

なし 施設の周囲を定期的に測定 定期（6～7月21か所、12～1月21
か所）

区が対応の目安としてい
る数値は検出されなかっ
た。

○ 継続して実施する。 子育て支援課

放射性物質
への対応
（各種測定）

区立公園等6施設と総合庁
舎東口における空間放射
線量の測定と区民への公
表

継続
（平成24年度～）

区立公園等6施設と総合庁舎東
口において空間放射線量を測定
し、区民へ公表する。

4回測定を実施した。 測定値は0.03～0.09μSv/hの範
囲であった。

測定値は特に大きな変化
はない。

○ 3か月に1回の測定を継
続する。

環境保全課
(公害対策係)

放射性物質
への対応
（各種測定）

区立小中学校等の空間線
量、プール水の放射性物
質、雨水利用設備の放射能
の測定

継続
（平成23年度～)

基準値を超える空間放射線量が
測定され、学校での対応が困難
な場合、低減措置等を講じるとと
もにプール水の検査を実施す
る。

－ － 基準値を超える空間放射
線量を計測した設備はな
かった。

○ 基準値を超える空間放
射線量が測定され、学
校での対応が困難な場
合、低減措置等を講じる
とともにプール水の検査
を実施する。

学校施設計画課

放射性物質
への対応
（各種測定）

区立小中学校の校庭、区立
幼稚園等の園庭の空間線
量の測定

継続 児童生徒を内部被曝から守る 各学校・園が規模等に応じて地
点を選定し、月1回測定を実施
（敷地内校（園）庭中央部1箇
所）。測定結果の公表は学校
ホームページで行った。

全34校（園） 適切に実施している。 ○ 校庭中央部1箇所、その
他測定が必要と考えら
れる場所を月に1回測定
予定。測定結果の公表
は学校ホームページで
行う。

教育指導課



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

放射性物質
への対応
（各種測定）

すくすくのびのび園の空間
放射線量測定

継続
（平成23年度～）

－ 園周囲において空間放射線量を
測定した。

5月、7月、10月、12月、3月の5回
実施した。

区が対応の目安としてい
る数値は検出されなかっ
た。

○ 平成31年度と同様に実
施する。

障害者支援課

放射性物質
への対応
（各種測定）

保育園の空間放射線量の
測定

継続
（平成23年度～）

－ 公立、私立認可保育園７６園に
おいて空間放射線量を測定し
た。

5月、8月、10月、3月の4回実施し
た。

区が対応の目安としてい
る数値は検出されなかっ
た。

○ 令和元年度と同様に実
施する。

保育課

放射性物質
への対応
（各種測定）

区立小中学校等給食食材
の放射性物質検査

継続
（平成23年度～）

－ 使用前給食食材検査及び主要
食材検査を実施し、その結果及
び給食食材の産地をホームペー
ジで公表した。

－ 給食食材の放射性物質検
査を実施し、その結果を公
表したことで、児童・生徒
及びその保護者の放射性
物質に対する不安の軽減
に寄与したものと考える。

○ 使用前給食食材検査及
び主要食材（米・牛乳・
ヨーグルト）検査

学校運営課

放射性物質
への対応
（各種測定）

すくすくのびのび園給食食
材等の放射性物質検査

継続
（平成24年度～）

－ 保育課の協力を得て予定通り給
食食材検査を行った。

使用前給食食材検査、主要食材
検査を実施した。

予定通り検査を実施し、結
果を園に掲示するととも
に、区ホームページで公
表し、保護者の不安を払
拭するための一助となっ
た。

○ 使用前給食食材検査、
主要食材（米・牛乳）検
査

障害者支援課

放射性物質
への対応
（各種測定）

保育園給食食材の放射性
物質検査

継続
（平成24年度～）

－ 公立保育園、希望する私立認可
保育園・認証保育所・その他認
可外保育施設の給食食材検査
を行った。

使用前給食食材検査、主要食材
検査、食育食材検査を実施し
た。

検査結果を園に掲示する
とともに、区ホームページ
で公表し、保護者の不安
を払拭するための一助と
なった。

○ 使用前給食食材検査、
主要食材（米・牛乳・
ヨーグルト・粉ミルク）検
査、食育食材検査

保育課

工場等への
指導

【再掲】工場認可等指導取
締

継続
（昭和46年度～）

受動的な事業のため、目標設定
が困難である。

騒音規制法関係届 20件
振動規制法関係届 6件

【環境確保条例】
工場設置・変更認可申請 3件
その他の届出 18件
指定作業場設置・変更届 7件
その他届出 21件

－ 認可申請・届出に基づき、
事業場の実態を把握し、
適切な公害防止指導を実
施することができた。

○ 現場調査により、認可
申請・届出をすべき事業
場の把握に努め、公害
防止指導を強化する。

環境保全課
(公害対策係)

工場等への
指導

特定建設作業による騒音・
振動届出受理事務

継続
（平成18年2月～）

受動的な事業のため、目標設定
が困難である。

騒音規制法特定建設作業届273
件
振動規制法特定建設作業届226
件

－ 騒音・振動が著しい工事も
あり、被害の発生がみら
れるため、現場パトロール
等により騒音・振動の実態
把握を行った。

○ 届出事務についての整
備を図るとともに、実態
把握に努める。

環境保全課
(公害対策係)

工場等への
指導

解体工事等による標識設置
届出受理事務

継続
（昭和63年～）

受動的な事業のため、目標設定
が困難である。

解体工事等標識設置届361件 － 解体等標識及び石綿事前
調査書の掲示を徹底する
ことにより、近隣住民との
紛争の防止につなげた。

○ 的確な届出指導をし、
現場確認を行い、実態
把握に努める。特に石
綿については、届出受
付時に使用の有無の確
認を行い、適正な除去
の指導を強化する。

環境保全課
(公害対策係)



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

生活公害
（騒音・振
動・悪臭等）
に係る相
談・調整

公害相談 継続 目標設定になじまない 苦情申立件数135件
内訳　工場3件、指定作業場1
件、建設作業74件、一般57件

－ 典型7公害以外の相談が
多い。
内容は多岐にわたり、公
害相談の背景に感情面の
軋轢を伴う近隣紛争があ
るケースも多い。

〇 継続して相談を受ける。 環境保全課
(公害対策係)

吸殻等のポ
イ捨て禁止・
犬のふん放
置等に対す
るマナー普
及啓発

ポイ捨て禁止啓発活動 継続
（平成18年12月～）

ポイ捨て禁止・たばこマナー向上
の啓発活動を行う。

区民等に対し、ポイ捨て防止に
ついてのマナー向上のための普
及・啓発活動を行った。
・啓発プレート等の配布
・ポイ捨て禁止キャンペーンの実
施（7月5日）

・啓発プレートの配布（91枚）、路
上シールの配布（603枚）
・ポイ捨て禁止キャンペーンに46
名参加

キャンペーンの実施や区
内団体の清掃活動への参
加・協力によって、ポイ捨
て防止等の啓発を行うこと
ができた。

○ 区報による啓発や７月
のポイ捨て禁止キャン
ペーン等を実施する。中
目黒駅周辺のポイ捨て
禁止・たばこマナー向上
の啓発活動を行う。

環境保全課
（環境計画係）

吸殻等のポ
イ捨て禁止・
犬のふん放
置等に対す
るマナー普
及啓発

路上喫煙禁止区域指定 継続
（平成18年度～）

・路上喫煙禁止区域におけるマ
ナー向上のための啓発を行う。
・屋内型喫煙施設の整備を進め
る。

・路上喫煙禁止区域の啓発及び
指定喫煙所の環境改善に取り組
んだ。

・路上喫煙禁止啓発シートの60
枚の設置(都立大学駅周辺）
・路上喫煙禁止啓発電柱看板50
個の設置
・民間喫煙施設補助事業により、
路上喫煙禁止区域内に4施設6
箇所（全部で6施設10箇所）の屋
内型喫煙所を整備した。

啓発シートの設置以外に
指定喫煙所の誘導や啓発
パトロールの強化を行っ
た。一方、屋外型でパーテ
ションのない喫煙所にお
いて受動喫煙等の苦情が
増えている。
そこで、新たに実施した民
間喫煙施設整備補助事業
により、屋内型喫煙施設
の整備を進めた。

○ 区報による啓発や７月
のポイ捨て禁止キャン
ペーン等を実施する。中
目黒駅周辺の、ポイ捨
て禁止・たばこマナー向
上の啓発活動を行う。
民間喫煙施設整備補助
事業を実施する。

環境保全課
（環境計画係）

吸殻等のポ
イ捨て禁止・
犬のふん放
置等に対す
るマナー普
及啓発

屋内型喫煙所整備事業 継続
（令和元年度）

公衆用の屋内型喫煙所の整備
を推進することにより、路上等の
公共の場所における受動喫煙防
止対策及びポイ捨て抑止を図
る。

民間事業者が行う公衆用の屋内
型喫煙所の整備に要する経費を
補助した。その結果、6施設10箇
所の屋内型喫煙所を整備するこ
とができた。

中目黒駅周辺3施設4箇所
祐天寺駅周辺：1施設2箇所
都立大学駅周辺：1施設2箇所
西小山駅周辺：1施設2箇所

路上喫煙禁止区域内を含
め複数の駅周辺に屋内型
喫煙所を整備した。今後、
区内各駅周辺を中心に屋
内型喫煙所を整備していく
予定だが、その足掛かりと
することができた。

○ 環境保全課
（環境計画係）

吸殻等のポ
イ捨て禁止・
犬のふん放
置等に対す
るマナー普
及啓発

犬の散歩時などのマナーに
ついての啓発活動

継続
（平成18年度～）

犬のふん放置などに対するマ
ナー普及啓発を行いふんの後始
末にかかる苦情件数を減らす。

・啓発プレートを、窓口（生活衛
生課、碑文谷保健センター及び
各地区サービス事務所）で配布
した。また、ホームページでその
旨周知した。
・犬の飼い方セミナーを2回開催
した。令和元年度はデモ犬によ
る実践を交え、しつけとマナーを
中心に実施。
・相談地域には、飼い主あてマ
ナーチラシ・エチケット袋の配布
による啓発活動を実施。

・啓発プレート配布枚数：延べ
293枚（生活衛生課窓口配布分
のみ）
・犬の飼い方セミナー開催：開催
回数2回、申し込み86名定員60
名参加57人

啓発プレートの配布枚数
は昨年の約1.5倍に増加し
た。令和元年度の犬に関
する相談140件中115件は
糞尿マナーに関する相談
であり、30年度119件に対
し3％の減少であった。

○ 啓発プレートの配布。相
談地域におけるチラシ・
エチケット袋の配布を令
和2年度も継続実施予
定。

生活衛生課



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

地域美化活
動支援

環境美化推進団体支援 継続
（平成17年度～）

環境美化推進団体との協働によ
り継続的にまちの環境美化推進
を図る。

中学生の文化祭展示のための
取材協力をした。

トング138本、ガム取り棒5セット、
たすき5本）

環境美化推進団体の清掃
活動に対して、トングやガ
ム取り棒等清掃用具の貸
出しや啓発品の提供を実
施した。

○ 既存の環境美化推進団
体との協働により継続
的にまちの環境美化推
進を図る。
新たな地域における環
境美化推進団体への支
援拡大を検討する。

環境保全課
（環境計画係）

地域美化活
動支援

ボランティア清掃活動団体
（スイーパーズ）支援

継続
（平成15年度～）

中目黒及び権之助・大鳥スイー
パーズの活動支援を行う。

中目黒及び権之助・大鳥スイー
パーズの事務局を運営し、連絡
会における会員同士の情報の共
有化、活動継続・活性化への協
力、清掃用具の貸出し等を行っ
た。

清掃活動1,340回実施
延べ参加者数7,752人

まちの環境美化に対する
スイーパーズの活動が定
着してきている。スイー
パーズの活動を継続して
いくため、周知・啓発など
の積極的な支援が必要で
ある。

○ 中目黒及び権之助・大
鳥スイーパーズの活動
支援を行う。

環境保全課
（環境計画係）

地域美化活
動支援

落書き消去活動支援 継続
（昭和50年頃～）

落書き消去活動を支援する。 落書き消去剤の貸出や落書き防
止対策経費の補助、落書き対策
の相談を行った。

落書き消去剤の貸出2件、落書
防止対策経費助成申請0件

落書きに関する相談や苦
情は、ポイ捨てや路上喫
煙に関する相談と比較し
て少ないが、今後さらなる
啓発を行う必要がある。

○ 区民ニーズに沿う事業
の進め方や効果的な周
知方法を検討する。

環境保全課
（環境計画係）

環境推進員
の育成

環境推進員養成講座 継続
（平成20年度～、28年度
から目黒区エコプラザ
指定管理事業として実
施）

地域において環境保全活動を積
極的に活動していくことのできる
人材を養成する。

第12期環境推進員養成講座＜
全6回＞を実施した。

環境推進員養成講座応募者数
15人・受講者数14人・修了者数
11人

第12期生の受講者14人の
内、11人が修了した。その
内、2人がめぐろエコサ
ポーター通信編集部会、4
人が環境推進員養成講座
企画委員として登録。第
11期修了生5人が環境推
進員として登録。

○ 環境推進員養成講座
は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のた
め、今年度は中止した。

環境保全課
（エコプラザ指定
管理者）

環境学習機
会の提供

月間事業（環境月間、温暖
化防止月間）

継続
（平成14年度～）

【環境月間】「環境月間」を周知す
るとともに、区民一人ひとりが身
近な地域環境から考えるきっか
けとなるような行事を実施する。
（環境パネル展など）

【環境パネル展】6月１日から6月
7日まで、総合庁舎1階西口ロ
ビーにてパネル展（ハクビシン相
談・捕獲事業、温暖化防止対
策、ポイ捨て防止、ＶＯＣについ
て、エコまつりの紹介等）を実施
した。また、区報や区ホームペー
ジによる啓発を行った。

なし 【環境月間】環境月間事業
として、「環境パネル展」や
区報を中心に啓発を行
い、節電や省エネに関して
区民の意識を高めること
ができ、ハクビシン相談・
捕獲事業についても広く
周知することができた。

○ 今後も引き続き実施す
る。

環境保全課
（環境計画係、温
暖化対策係）

環境学習機
会の提供

社会教育講座 継続（平成13年度～） 行政課題について、多岐にわた
る内容を講座として企画するた
め、環境学習は適時取り上げ
る。（31年度は講座を実施する予
定はない）

実績なし 実績なし 非該当 ○ 行政課題について、多
岐にわたる内容を講座
として企画するため、環
境学習は適時取り上げ
る。（２年度は講座を実
施する予定はない）

生涯学習課

環境学習機
会の提供

消費生活講座 継続 消費生活講座で環境問題につい
て考え、区民の環境に配慮した
消費生活の意識を高める。

消費生活講座で環境問題につい
て考えることにより、環境に配慮
した消費生活を意識できるよう取
り組んだ。

夏休み親子講座で廃材のリサイ
クルを通して環境について学ん
だ。
参加者28名

消費生活講座において廃
材のリサイクルを通して環
境問題について啓発する
ことができた。

○ 消費生活講座に相応し
い環境問題をテーマに
した講座の開講を検討
する。

産業経済・消費生
活課



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

環境学習機
会の提供

消費生活展 継続
(昭和49年度～）

環境に配慮した消費生活を意識
させるために、環境関係団体等
に参加を呼びかけ啓発する。

環境に関係のある団体等に消費
生活展に参加してもらった。

11月9日に開催
来場者数約2,200人

フードドライブを実施した。
また、パネルクイズではご
み減量に関する出題をし
て環境学習の啓発ができ
た。

△ 新型コロナウイルス感
染拡大防止のため。

産業経済・消費生
活課

環境学習機
会の提供

環境講演会 平成２４年度からエコラ
イフめぐろ推進協会の
自主事業

環境に負荷をかけないライフスタ
イルの転換等を啓発するため環
境講演会等を実施する。

講演会「もっと知りたい！プラス
チック問題の今」海洋プラスチッ
ク削減に向けて、今日からできる
プラスチックごみ減量アクション
を参加者に伝えた。

参加者48人 生活の中で利用されたプ
ラスチックが廃棄物処理
からもれ、河川から海へ流
出し、海洋プラスチック問
題を起こしている現状と使
い捨てプラスチックの使用
を極力さけることの重要性
を共通理解できた。

○ 環境講演会は、新型コ
ロナウイルス感染症拡
大防止のため今年度は
中止し、環境啓発に関
するパネル展を実施す
る。

環境保全課
（エコライフめぐろ
推進協会）

環境学習機
会の提供

①バス見学会②自然エネ
ルギー体験講座③子育て
ママのエコ入門講座

継続（平成17年度～） 子どもから大人までを視野にお
いた啓発活動をより身近なテー
マで行う。

①「親子ふれあい自然体験」、
②バンダイ出前講座「おもちゃで
エコを学ぼう」、③「子育てママの
エコ入門」を実施した。

①「親子ふれあい自然体験」34
人
②バンダイ出前講座「おもちゃで
エコを学ぼう」90人
③「子育てママのエコ入門」13回
/316人

主に親子を対象とした事
業を行うことにより、子育
て世代に普及啓発でき
た。

○ 「子育てママのエコ入
門」は定着しているの
で、引き続き実施し、他
の講座についても、若
年層を取り込めるような
講座を実施していく。

環境保全課
（エコライフめぐろ
推進協会）

学校等にお
ける環境学
習の推進

学校版めぐろグリーンアク
ションプログラムの推進

継続
（平成17年度～）

アドバイザーを小中学校9校に派
遣することとし、より実践的な取
組みとなるよう活動の充実を図
る。

個性的な取組みや、活動の更な
る充実など、児童・生徒の環境活
動への新たな工夫が出てきてい
る。

100% 定着した環境活動を個性
的・実践的な取組みへと
発展させるよう、事業の充
実を進めている。

△ 新型コロナウイルス感
染症拡大の影響により
休止

学校運営課

学校等にお
ける環境学
習の推進

環境学習推進方針の作成 環境学習も含め、平成
29年3月に「目黒区環境
基本計画」を改定した。
今後は同計画に基づ
き、各事業を実施する。

－ － － － － 環境学習も含め、平成
29年3月に「目黒区環境
基本計画」を改定した。
今後は同計画に基づ
き、各事業を実施する。

環境保全課
（環境計画係）

学校等にお
ける環境学
習の推進

環境指導員（仮称）等の登
録・講師派遣

休止 － － － － △ 環境推進員の活用、登
録者の条件や規模等に
ついて、必要性と実現
可能性も含めて、検討し
ていく。

環境保全課
（環境計画係）

エコプラザ
を活用した
環境学習

エコプラザを活用した環境
学習（講座・講習会の開催、
地域団体、事業者、学校等
との協働事業　ほか）

継続 環境教育・学習を推進するため、
多くの参加者が得られる講座講
演会を、環境活動団体、事業者
等と協働し企画・運営する。

各種講座・講習会を開催した（詳
細は達成数値に掲載）。令和元
年度から新規事業として、学童
保育クラブへの出前講座、サロ
ン・エコライフ及び修理コツコツ講
座「壁紙の補修編」を新たに実施
した。

「親子ふれあい自然体験」1回
/34人、出前講座「小学校」10回
/573人、「学童保育クラブ」3回
/114人、「子育てママのエコ入
門」13回/316人、「バンダイ出前
講座」90人。「修理コツコツ講座」
5回/95人、「何でもつくり隊」6講
座延べ72回/1279人、「打ち水講
座」1回/62人、「ふれあい館まつ
り」1回/約100人、DIY子ども工作
教室」1回/20人、「サロン・エコラ
イフ」3回/55人

環境に配慮した生活を提
案するために、身近な体
験を通して楽しく学べる講
座・講習会を事業者、環境
活動団体と協働で企画・
運営した。

○ エコプラザの活動室等
を活用し、講座・講習会
の開催に当たっては、
参加者層（特に若年層）
の拡大を図っていく。

環境保全課
（エコプラザ指定
管理者）



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

多様な媒体
を活用した
環境情報の
発信力の強
化

エコプラザ情報室の図書・
資料等の整備、広報誌の充
実

継続 目黒区エコプラザのPRを強化
し、エコプラザ利用の促進を図
る。

詳細は達成数値に掲載。 図書貸出件数262件
活動室利用件数392件
エコプラザだより発行12回。

図書・資料等の収集、閲
覧、貸出し、エコプラザだ
よりの発行、情報室内で
の季節ごとの展示を行っ
た。

○ 引き続き目黒区エコプラ
ザのＰＲを強化し、目黒
区エコプラザ利用の促
進を図る。

環境保全課
（エコプラザ指定
管理者）

多様な媒体
を活用した
環境情報の
発信力の強
化

環境報告書の作成・配布 継続
（平成13年度～）

目黒区環境基本条例第9条に基
づき、環境の保全に関する施策
の総合的かつ計画的な推進に資
するため、環境の状況、環境の
保全に関する施策の実施状況及
び評価等を明らかにした環境報
告書を作成し、公表する。

平成29年3月改定の「目黒区環
境基本計画」の体系に基づき、
令和元年度に実施した環境の保
全に関する施策の実施状況及び
評価等を明らかにした環境報告
書（本編・概要版）を作成した。

本編：300部発行
概要版：650部発行

最新の環境情報を掲載
し、写真や表を多く取り入
れ読みやすさに配慮した。
区民向けの概要版を区内
の複数の施設で配布する
とともに、本編・概要版を
区ホームページに掲載し、
より多くの区民に情報提
供するよう努めた。また、
アンケート調査票の日本
語ルビ・英語翻訳を付け
たものを新たに作成し、回
答率の向上に努めた。

○ 平成29年3月改定の「目
黒区環境基本計画」の
体系に基づいた環境報
告書（本編、概要版）を
作成する。

環境保全課
（環境計画係）

多様な媒体
を活用した
環境情報の
発信力の強
化

区ホームページへの環境情
報の掲載

継続
（平成16年度～）

積極的な情報提供に努める。 環境保全関係事業や各報告書
などについて情報を掲載した。

139コンテンツを公開した。 区の環境関連情報につい
て適宜情報を掲載し、周
知を図ることができた。

○ 環境保全課
（環境計画係）

多様な媒体
を活用した
環境情報の
発信力の強
化

区ホームページ（環境保全
施策の推進）の活用

継続
（平成22年度～）

環境情報を多くの区民へ発信す
る。

「もっと知りたい環境のこと（環境
保全施策の推進）」ページの活用
を図ることとする。

アクセス数　1,864回
【内訳】
ホームページ：1724回
スマホ版：140回

アクセス数について、昨年
度の1,514回より増加し
た。
今後も継続して情報を発
信し、環境に関連する情
報の普及啓発や情報提供
を積極的に行う。

○ 継続して実施する。 環境保全課
（環境計画係）

めぐろエコ
サポーター
制度登録者
への活動支
援

エコサポーター登録制度 継続 エコサポーター登録者が自主活
動を行えるよう支援をすることに
より、環境保全活動団体の増加
を図る。

毎月エコサポーターに情報提
供。　環境推進員養成講座第12
期修了生にエコサポーター制度
を案内。

環境推進員養成講座第12期修
了生11人の内9人が登録。　エコ
サポーター登録者数110人

環境推進員養成講座第1
期～第11期修了生から、
企画委員として環境推進
員養成講座の運営や、め
ぐろエコサポーター通信編
集部会への参加、グルー
プによる環境保全活動、
目黒区エコプラザでのボラ
ンティア活動に参加。

○ 引き続きエコサポーター
登録者が自主活動を行
えるよう支援する。

環境保全課
（エコプラザ指定
管理者）

環境に配慮
した事業活
動の促進

【再掲】めぐろグリーンアク
ションプログラム（事業所版)

継続
（平成16年度～）

参加団体の取組を区ホームペー
ジなどで普及しながら、参加団体
の呼びかけに努める。

新規認定件数：1件
更新認定件数：7件
中間報告件数：1件
認定会3回

参加登録団体：23件 区内事業者に周知のた
め、募集用のチラシを作
成し配付した。その結果、
新規参加事業者が1件あ
り、基準年度の件数に到
達することができた。

○ 参加事業者の取組を区
ホームページで周知し、
新規参加事業所の募集
に努める。

環境保全課
（温暖化対策係）

環境に配慮
した事業活
動の促進

EMS（環境マネジメントシス
テム）研究会活動支援

継続
（平成19年度～）

－ めぐろ環境マネジメントシステム
研究会の活動を支援した。

－ 循環型社会に向けた環境
保全活動を行うめぐろ環
境マネジメントシステム研
究会の活動を支援した。

○ 循環型社会に向けた環
境保全活動を行うめぐ
ろ環境マネジメントシス
テム研究会の活動を支
援する。

環境保全課
（温暖化対策係）



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

環境に配慮
した事業活
動の促進

国際規格取得支援事業 継続
（平成12年度～）

製造業、建設業、情報通信業及
び工業デザイン設計業等のもの
づくりに係る業種を営む区内中
小企業の国際標準規格IＳO9000
並びに14000シリ-ズの取得に対
して、費用の一部を助成する。

ISO9001　　１件 － 令和元年度はISO9001の
申請が１件あった。環境に
配慮した事業活動は世界
的にも趨勢であるので、今
後もＩＳＯ14000シリーズの
需要があるものと考える。

○ 継続して実施する。 産業経済・消費生
活課

自主的な環
境学習の支
援

堆肥化関連事業 継続
（平成7年度～）

環境学習施設（駒場野公園内）
において生ごみの堆肥化を促進
する。

利用回数42回 利用回数42回 地域団体の活動が定着し
ている。

○ 継続して実施する。 環境保全課
（環境計画係）

自主的な環
境学習の支
援

小中学生等の受入 休止 事業について検討 － － － △ 子ども達の学習の場と
しては目黒区エコプラザ
がより適している。
環境保全課にある学習
コーナーについては、現
在全く利用されていない
ので、今後の活用方法
について検討していく。

環境保全課
（環境計画係）

環境推進員
のネットワー
ク化

環境推進員ステップアップ
講座及び交流会

継続
（平成22年度～）

環境推進員が、区や団体等と協
力して地域で活動していくための
ステップアップ講座を開催する。
また、交流会等を開催して、環境
推進員が協力し合って地域で活
動できるように、連携を図る。

「生物多様性」をテーマに、環境
推進員ステップアップ講座を開催
した。講座後に懇談会を開催し、
エコサポーター同士の交流を
図った。

参加者20人 環境保全活動の実践に役
立つ知識をさらに深める
機会となった。講座後に懇
談会を開催し、エコサポー
ター同士の交流ができ、
新たな活動団体が結成し
た。

○ 環境推進員ステップアッ
プ講座を引き続き実施
する。

環境保全課
（エコライフめぐろ
推進協会）

めぐろエコ
サポーター
制度登録者
への活動支
援【再掲】

【再掲】エコサポーター登録
制度

継続 エコサポーター登録者が自主活
動を行えるよう支援をすることに
より、環境保全活動団体の増加
を図る。

毎月エコサポーターに情報提
供。　環境推進員養成講座第12
期修了生にエコサポーター制度
を案内。

環境推進員養成講座第12期修
了生11人の内9人が登録。　エコ
サポーター登録者数110人

環境推進員養成講座第1
期～第11期修了生から、
企画委員として環境推進
員養成講座の運営や、め
ぐろエコサポーター通信編
集部会への参加、グルー
プによる環境保全活動、
目黒区エコプラザでのボラ
ンティア活動に参加。

○ 引き続きエコサポーター
登録者が自主活動を行
えるよう支援する。

環境保全課
（エコプラザ指定
管理者）

地域の環境
保全活動の
普及及び参
加促進

エコチャレンジ顕彰 継続
（平成13年度～）

省エネ・省資源、ごみ減量・リサ
イクル、グリーン購入等　環境負
荷の低減や環境保全のために
顕著な取組を行っている区民、
事業者及び団体等を顕彰するこ
とにより、地域における環境保全
への取組み意欲を高め、環境と
共生するまちづくりの一層の推
進を図る.

1団体 1団体
累積　区民57人、53団体、14事
業者

令和2年2月1日（土）に顕
彰式を行った。また、区報
及び区ホームページに掲
載し周知した。

○ 幅広い環境活動や継続
した取組をしている区
民・事業者及び団体等
を発掘するとともに、身
近な地域で活動してい
る町会等の取組につい
ても積極的に顕彰する
ことで、地域における環
境保全の取組意欲を高
める。

環境保全課
（環境計画係）



事業の開始年度
と継続状況

2019（Ｈ31/R1）年度の事業目標
2019（Ｈ31/R1）

年度末の進捗状況
達成数値

2019（Ｈ31/R1）年度
における事業の評価

予定
(◎：拡大
○：継続
△：休止
×：廃止)

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

2019（Ｈ31/R1）年度 2020（R2）年度の予定

担当課主な施策 事業名

地域の環境
保全活動の
普及及び参
加促進

エコまつり・めぐろ 平成24年度から継続 地域の団体等が企画・準備段か
ら関わって、環境にやさしいイベ
ントを実施できる場所を提供す
る。

地域団体と事業者団体、企業、
区が連携し、12月に実施した。

参加団体　37団体
来場者数　約2,150人

区主催の「ふぇすた環境ｉｎ
目黒」に代わるイベントと
して8回目の開催となった
が、おおむね目標を達成
した。

○ エコまつり・めぐろ2020
を田道ふれあい館・田
道ひろば公園で12月に
開催（実行委員会形式）
予定であったが、新型コ
ロナウイルス感染症拡
大防止のため、今年度
は中止することとした。

環境保全課
（エコライフめぐろ
推進協会）

地域の環境
保全活動の
普及及び参
加促進

地域団体との連携、支援事
業、地域活動協力者の養成
①人材バンク
②エコステーション支援

①継続（平成19年～）
②継続と新規（一部は
平成19年度～）（エコラ
イフめぐろ推進協会の
自主事業）

環境保全活動を行う団体等の
ネットワーク作りや活動の場の提
供・知識の共有など

環境推進養成講座修了生同士
の交流が図られている。

①団体数　10団体
②エコステーション実施　7イベン
ト

環境推進員養成講座受講
生で結成した団体は、10
団体となった。

○ 団体等のネットワークの形
成に寄与できるよう交流会
などを実施する予定だった
が、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、今
年度は中止することとし
た。

環境保全課
（エコライフめぐろ
推進協会）

区⺠・団体・
事業者の
パートナー
シップによる
環境施策の
推進

地球温暖化対策地域協議
会運営支援

継続
（平成18年度～）

－ 地球温暖化対策地域協議会を
開催した。

会議開催回数
協議会2回

地球温暖化対策地域協議
会において、地球温暖化
対策地域推進計画の進捗
状況を確認し、目標に向
けた効果的な取組につい
て検討した。

○ 「目黒区地球温暖化対
策地域推進計画（第二
次計画）」に基づき、二
酸化炭素排出量やエネ
ルギー消費量の削減に
向けた取組を推進す
る。

環境保全課
（温暖化対策係）

区⺠・団体・
事業者の
パートナー
シップによる
環境施策の
推進

環境審議会運営 継続
（平成13年度～）

環境審議会4回開催 環境審議会2回開催 － 環境審議会では、環境保
全施策についての報告や
情報提供を行った。令和
元年7月1日より、第10期
環境審議会委員を委嘱し
た。

○ 継続して実施する。 環境保全課
（環境計画係）

他地域との
連携による
取組の推進

めぐろエコの森の維持管理 継続
（平成22年度～）

－ 植樹した樹木を生育させるため
に、生育の支障となる下草など
の刈り払い及び、獣類による被
害を防止するための忌避剤散布
を行った。

－ 植樹した樹木の生育状況
の聞き取り調査を行ったと
ころ、前年度から本数の
減少はなかった。

○ 樹木を生育させるため
に、生育の支障となる下
草などの刈り払い及び、
獣類による被害を防止
するための忌避剤散布
を行い、「めぐろエコの
森」を維持管理する。

環境保全課
（温暖化対策係）


